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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 イノシシ、ツキノワグマ、ニホンザル、カラス、ドバト、ハクビシン、ニホンジカ  

計画期間 令和３年度～令和５年度 

対象地域 南箕輪村 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和元年度）                  

 鳥獣の種類 
 被害の現状  

 品 目 被害数値 (面積) 被害数値（金額） 

イノシシ 

飼料作物       0.1 ha 6.0万円 

いも類    0.1 ha 0.3万円 

計 0.2 ha 6.3万円  

ツキノワグマ 
飼料作物 

 

0.1 ha 6.4万円 

計 0.1 ha 6.4万円 

ニホンザル 

豆類（大豆 等） 1.3 ha 0.7万円 

野菜 0.8 ha 0.3万円 

いも類 0.1 ha 0.1万円 

計 2.2 ha 1.1万円 

カラス 

豆類（大豆 等） 1.9 ha 3.3万円 

果樹（りんご 等） 13.6 ha 25.6万円 

飼料作物 0.9 ha 28.4万円 

野菜 0.9 ha 12.1万円 

計 17.3 ha 69.4万円 

ドバト 
豆類（大豆 等） 2.4 ha 2.5万円 

計 2.4 ha 2.5万円 

ハクビシン 
野菜 0.1 ha 2.2万円 

計 0.1 ha 2.2万円 

ニホンジカ 
ヒノキ 6.3 ha 20.0万円 

計 6.3 ha 20.0万円 

合 計 

豆類（大豆 等） 5.6 ha 6.5万円 

果樹（りんご 等） 

 

1.1 ha 40.8万円  

飼料作物 1.8 ha 14.6万円 

野菜 0.2 ha 0.4万円 

いも類 13.6 ha 25.6万円 

ヒノキ 6.3 ha 20.0万円 

計 28.6 ha 107.9万円 
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（２）被害の傾向 

イノシシ 

 ・被害発生時期：播種期～収穫期（概ね４月から１１月） 

 ・被害発生場所：南原区等 

 ・傾    向：飼料作物・いも類の食害。（農地の掘り起こし被害もあり） 

人的被害発生が懸念される。 

ツキノワグマ 

 ・被害発生時期：収穫期（概ね４月から１１月） 

 ・被害発生場所：南原区・大芝区等 

 ・傾    向：飼料作物・野菜・果樹等の食害。人的被害発生が懸念される。 

ニホンザル 

 ・被害発生時期：収穫期（概ね４月から１２月） 

 ・被害発生場所：南原区等  住宅街への出没も見られる 

 ・傾    向：豆類・野菜・いも類等の食害。 

カラス 

 ・被害発生時期：播種期～収穫期（概ね４月から１１月） 

 ・被害発生場所：村内全域 

 ・傾    向：野菜・果樹等の食害。 

個体数の増加等の要因により果樹団地を中心に被害地域及び被害額と

もに拡大傾向 

ドバト 

 ・被害発生時期：播種期～収穫期（概ね４月から１１月） 

 ・被害発生場所：田畑区・神子柴区等 

 ・傾    向：豆類の食害。 

ハクビシン 

 ・被害発生時期：通年 

 ・被害発生場所：村内全域 

 ・傾    向：野菜等の食害（住宅への侵入、糞被害もあり。）  

ニホンジカ 

・被害発生時期：通年 

 ・被害発生場所：南原区・飛地区域 

 ・傾    向：林業被害 ヒノキ剥皮  
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（３）被害の軽減目標                      

指標 
現状値（令和元年度） 目標値（令和５年度） 

被害面積 被害金額 被害面積 被害金額 

イノシシ 0.2 ha 6.3 万円 0.1 ha 6.0 万円 

ツキノワグマ 0.1 ha 6.4 万円 0.1 ha 6.0 万円 

ニホンザル 2.2 ha 1.1 万円 2.0 ha 1.0 万円 

カラス 17.3 ha 69.4 万円 17.0 ha 69.0 万円 

ドバト 2.4 ha 2.5 万円 2.0 ha 2.0 万円 

ハクビシン 0.1 ha 2.2 万円 0.1 ha 1.0 万円 

ニホンジカ 6.3 ha 20.0 万円 5.0 ha 15.0 万円 

計 28.6ha 107.9 万円 26.3 ha 100.0 万円 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

区分  従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等に関

する取組 

捕 

獲 

体 

制 

整 

備 

南箕輪村鳥獣被害対策実施隊が

南箕輪村有害鳥獣対策協議会の駆

除対策活動を担い、依頼に基づき、

銃器・捕獲檻等による捕獲を実施。 

〔村の支援策等〕 

 協議会を通じ駆除対策費支援。 

①捕獲檻設置及び捕獲銃処理

に係る従事者の負担増。 

②実施隊員の高齢化等による

従事者の減少及び新規隊実

施員の確保。 

捕 

獲 

機 

材 

設 

置 

 捕獲檻等設置実績 

 H30 R1 R2 

ｸﾏ檻 1 1 ３ 

ｲﾉｼｼ檻 1 1 1 

ｶﾗｽ・ﾄﾞﾊﾞﾄ

檻 

1 1 1 

くくり罠 他 5 5 5 
 

①捕獲獣の処分費用の負担増。 

②捕獲獣の処分（埋設）場所の

確保。 

③捕獲機材等の不足。 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

防 

護 

柵 

設 

置 

等 

〔設置実績〕 

・電気防護柵 Ｌ＝100ｍ 

電気防護柵を設置している

地域では一定の効果が見られ

るが、今後は、広域的な取組み

を検討するとともに、費用負担

や管理体制の整備等が課題と

なっている。 

そ 

の 

他 

〔里山整備間伐実績〕 

H30～R２  

・大芝村有林間伐  

 

有害鳥獣の隠れ場所を少な

くするための森林整備事業と

の一体的な取組。 
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（５）今後の取組方針 

区 分 取組み方針 

捕獲等に 

関する取組 

・従事者の育成確保（従事者の負担軽減） 

・機材の整備による捕獲体制の軽減と強化 

・村内一斉駆除の実施（銃器・捕獲檻・くくり罠） 

・捕獲獣の処分に関する埋設場所の確保 

・農林業関係者と連携した正確な被害把握に基づく効果的駆除の実施 

〔村の支援策〕 

・協議会への補助 

・捕獲獣の処分（埋設）場所の確保 

防護柵の 

設置等に 

関する取組 

・農林業の一体的な保護のため横断的な電気柵設置の検討 

・地区単位による鳥獣被害防止策の検討 

・地域住民による懇談会の開催 

・特に被害が甚大な地区においては、被害地区（集落）全体を囲う防護施

設の設置を検討 

・防護施設の維持管理における体制の整備 

・防護施設の維持管理のための研修会の開催 

 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

農林業関係者は迅速かつ詳細な被害把握に努め、正確な被害状況を駆除従事者に提供する

こととする。村猟友会は、提供された情報をもとに迅速かつ効果的な捕獲体制を整え、捕獲

活動等を実践する。 

捕獲獣の処理は、村と農林業関係者、捕獲従事者との協力体制を整え、埋設等の対応にお

いて従事者の負担を軽減し、円滑な処理が実施できるように整備する。 

 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和３～５年度 

イノシシ 

ツキノワグマ 

ニホンザル 

カラス 

ドバト 

ハクビシン 

ニホンジカ 

・狩猟免許取得者への補助 

・従事者確保育成研修会等への参加 

・捕獲檻、罠の増設  

・捕獲獣の処分（埋設）場所確保 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

イノシシ 長野県の特定鳥獣保護管理計画に基づき、被害状況を考慮して行う。 

ツキノワグマ 長野県の特定鳥獣保護管理計画に基づき、被害状況を考慮して行う。 

ニホンザル 

長野県の特定鳥獣保護管理計画に基づき、被害状況を考慮し加害個

体を特定して行うこととする。被害に改善が見られない場合には捕獲

方法等の見直しを検討する。 

カラス 
被害状況及び捕獲実績を考慮して設定を行うこととする。被害に改

善が見られない場合には捕獲数の見直しを検討する。 

ドバト 
被害状況及び捕獲実績を考慮して設定を行うこととする。被害に改

善が見られない場合には捕獲数の見直しを検討する。 

ハクビシン 
被害状況及び捕獲実績を考慮して設定を行うこととする。被害に改

善が見られない場合には捕獲数の見直しを検討する。 

ニホンジカ 

長野県の特定鳥獣保護管理計画に基づき、被害状況を考慮し加害個

体を特定して行うこととする。被害に改善が見られない場合には捕獲

方法等の見直しを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

イノシシ ５頭 ５頭 ５頭 

ツキノワグマ １頭 １頭 １頭 

ニホンザル ５頭 ５頭 ５頭 

カラス 200 羽 200 羽 200 羽 

ドバト 200 羽 200 羽 200 羽 

ハクビシン 10 頭 10 頭 10 頭 

ニホンジカ 50 頭 50 頭 50 頭 

捕獲等の取組内容 

○イノシシ 

・捕獲檻、くくり罠による捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

・南箕輪村鳥獣被害対策実施隊による、銃器での一斉捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

○ツキノワグマ 

・捕獲檻による捕獲を計画的に実施。（村内全域）捕獲時には学習放獣を行う。 

○ニホンザル 

・捕獲檻、くくり罠による捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

○カラス 

・捕獲檻による捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

・南箕輪村鳥獣被害対策実施隊による、銃器での一斉捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

○ドバト 

・捕獲檻による捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

 ・南箕輪村鳥獣被害対策実施隊による、銃器での一斉捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

○ハクビシン 

・捕獲檻、くくり罠による捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

○ニホンジカ 

・くくり罠による捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

 ・南箕輪村鳥獣被害対策実施隊による、銃器での一斉捕獲を計画的に実施。（村内全域） 

 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 ニホンジカ強化月間にあわせ、村内（飛び地）の一斉捕獲を行い、ニホンジカの数を

減少させる。 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

－ － 
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４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

イノシシ 

ツキノワグマ 

ニホンジカ 

〔電気防護柵〕 

地区：南原 

維持・補修 

〔電気防護柵〕 

地区：南原 

維持・補修 

〔電気防護柵〕 

地区：南原 

維持・補修 

 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和３年 

～５年度 

イノシシ 

ツキノワグマ 

ニホンザル 

カラス 

ドバト 

ハクビシン 

ニホンジカ 

・有害鳥獣の隠れ場所を少なくするための里山森

林整備事業との一体的な取組を進める。 

・被害地域住民への聞き取りや関係機関との情報

共有の強化等により正確な被害状況の把握に努め

る。 

・餌となるような、果樹・野菜等を放置しないよ

う耕作者をはじめとした地域住民への周知を図

る。 
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５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の

対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

南箕輪村 

地域住民への注意を喚起するとともに、関係者間との情報

の共有化を図る。住民への情報提供。 

通学路等が近くにある場合には、学校等の関係者と連携を

図り、児童生徒の安全を図る。 

南箕輪村鳥獣被害対策実施隊 緊急体制により迅速に捕獲体制をとる。 

上伊那地域振興局林務課 個体数許可の迅速な対応を図る。 

伊那警察署 
地域住民への注意の喚起 

パトロールの実施 

 

 

（２）緊急時の連絡体制 

             

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南箕輪村産業課 

上伊那地域振興局 

林務課林務係 

南箕輪村鳥獣被害対策実施隊 

伊那警察署 

南箕輪村教育委員会 

南箕輪村子育て支援課 

近隣市町村(伊那市・箕輪町) 

農政課・農業農村支援センター 

小中学校 

長野県鳥獣対策・ジビエ振興室 

保育園 
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６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

鳥獣の処理に関する環境対策及び費用負担の軽減を図るため、村実施隊等と農林業関係者

とが連携し、埋設場所を確保して、適正かつ効果的な埋設を実施するための体制整備を図る。

また、捕獲獣の有効利用については、村内の野生獣肉処理加工施設を活用する。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

食肉、ペットフード及び皮革としての利用、学術研究への利用等捕獲をした鳥獣の利用方

法について検討を行い活用する。 

 

８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）被害防止対策協議会に関する事項 

協議会の名称 南箕輪村有害鳥獣対策協議会 

構成機関の名称 役割 

南箕輪村鳥獣被害対策実施隊 
銃器による駆除、わなの設置など捕獲等専門的な対策を

実施・出没情報や捕獲情報の提供 

南箕輪村農業委員会 被害状況把握・遊休農地対策 

上伊那農業協同組合南箕輪支所 
連絡調整・作物被害対応指導・被害状況把握・被害防止

対策 

南信農業共済組合 
連絡調整・作物被害対応指導・被害状況把握・被害防止

対策 

天竜川漁業共同組合 被害状況把握・連絡調整・啓発活動 

南箕輪村営農センター 被害状況把握・被害防止対策・遊休農地対策 

上伊那農業農村支援センター 作物被害対応指導・啓発活動 

長野県鳥獣保護員 鳥獣生態系の情報提供・啓発活動 

南箕輪村区長会 被害状況の提供・連絡調整・啓発活動 

南箕輪村 
連絡調整・補助金交付・被害防止対策・啓発活動・事務

局 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

上伊那鳥獣被害対策協議会 ・広域的な被害対策の検討、実施 

上伊那地区野生鳥獣被害対策チーム  
・獣害防止技術の普及・広域情報等の提供 

・被害防止対策への支援・許可申請関係 

上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会 ・獣肉の有効利用指導 

信州大学農学部野生動物対策センター ・獣害防止対策に関する助言、指導、効果判定 
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（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

南箕輪村有害鳥獣対策協議会と連携して鳥獣被害防止活動に取り組む。 

 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

南箕輪村鳥獣被害対策実施隊の捕獲体制を維持強化するため、有害鳥獣駆除資格に関す

る費用の一部を補助する。南箕輪村有害鳥獣対策協議会の開催により状況把握と捕獲・防

除対策を検討する。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

○生息環境管理 

里山の間伐等により緩衝帯を整備するとともに、遊休農地の解消と拡大防止に向けた取

り組みを強化することで、害獣が住みにくい環境づくりを実施する。 

○広域連携対策 

被害防止施策の実施にあたっては、隣接市町村との連携を図り、必要により広域的な施

策等を講じることでより効果的な被害防止に努めることとする。 

○その他鳥獣害対策 

キツネ、タヌキ、その他鳥類についても被害は増加傾向にあることから、積極的に駆除

及び防護対策を講じることで被害防止に努めていくこととする。 

 


